
  

 

 

 

 

 

 

 

 

４月 1 日から窓口負担が変わります 

診療報酬改定に伴い、歯科処置料、薬品料がかわりますので 

窓口負担額も変わります。予めご了承下さい 

 

 

      

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

曜日 午前 午後 夜間 

月曜日 8:30～11:30 13:00～16:30  

火・木・金 8:30～11:00 12:30～16:30 18:00～20:30 

水曜日 8:30～12:00 第5のみ午後も診療（13:00～16:30） 

土曜日 8:30～11:30 13:00～16:30（第５は午前の診療のみ）  

急患の方へ  ＊まずは電話をお願いします。 

   空いている時間帯と患者さんのご都合で時間のご案内をさせていただきます。 

● 予約制です ● 歯科往診もおこなっております 

● 矯正診療日・・毎週金曜日の夜間、第２・第４土曜日 

 

 浦和民主診療所 発  生協歯科 発 埼玉協同病院 着 

12：35  13：05 13：15 

15：45  16：15 16：25 

 
ります。 
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4月号 

SDH（Social Determinants of Health）：健康の社会的決定要因 について」 

 

 

                                      

健康は単に遺伝子や生活習慣（自己責任）などで決

まるわけではなく、貧困や生活環境等、多くの要因

が関与しています。 

最近では新型コロナウイルス感染症の影響で、仕事

が無く収入が減少した、外出する機会が減少し歩行

が困難になり歯科への受診ができなくなった等の

事例を目の当たりにしてきました。 

 生協歯科では単に虫歯や歯周病の治療をするだ

けではなく、患者様の生活背景を考慮しながら疾病

へのアプローチを行えるよう、社会資源の活用に結

びつけられるよう、職員も学習会を何度も行い理解

を深めてきました。地域の方が安心して生活でき、

更に適切な医療が受けられるよう、フードパントリ

ー、無料低額診療等にも取り組んでいます。 

お口の中の事だけではなく、お困りごとや気になる

方がいましたらお声がけください。 

佐藤尚子 
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私は9年前から約２年、故肥田舜太郎先生の講演のお手伝いをしておりました。その時初めて埼玉協同病院に行ってとて

も温かい雰囲気に驚きました。そして昨年からこの地区の理事になり、初めて医療生協には組合員活動があって、様々な

活動が展開されている事を知りました。 

毎月「けんこうと平和」等の機関紙を無償で配り、草の根で平和や原発反対を訴え、自分達の手で住みやすい社会を作る

署名活動など頑張ってこられた方が沢山いる事を知り、故肥田先生が草の根の運動こそ大切だよと仰っていた事を思い出

しました。一方、運営委員会などに参加して、様々な課題がある事にも気付きました。共働きが当たり前となり時間がな

い、高齢になり活動に参加する事が難しい、コロナで集まれないなどありますが、それでも地域の繋がりを作り、健康作

りをしようと皆さん様々工夫されています。  

一方、時代はオンライン。人との繋がり作りも学習もコロナ禍でオンラインは便利です。 

オンラインも取り入れながら、医療生協を知ってもらい人と繋がり学ぶ、この活動をつないでいければ良いと思っていま

す。皆様からの様々なアイディアも寄せていただけると嬉しいです。   

                            

さいたまBブロック地区理事 桂紀子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

歯科医師  武内 亮 

 

厚生労働省のホームページでは新型コロナウイルス感染症の感染防止の3つ

の基本的感染対策として、①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗いを挙げています。ま

た「新しい生活様式」として【3密】の回避（密集、密接、密閉）も推奨されています。 

例年（新型コロナウイルス感染症発生以前）であれば当たり前にできていた様々な活動が困難

になりました。この春で言えば、職場での歓送迎会。これまでの功績を労ったり、新しい職場に

来てくれた歓びを伝えたりという場が持てなくなりました。他には、普段の仕事上の悩みの相談

やお互いの親睦を深めるために、飲み会や食事会をする事ができなくなりました。そんな場が持

てることで仕事の活力に繋がったりしていたものです。 

この夏のことで言えばお盆の帰省。感染者数の多い都市圏から感染者数の少ない地方への帰省

の自粛ムードが高まりました。年に何回も会えない親や家族に触れ合う機会すら奪われてしま

う。私の実家は距離的にはそう遠くはありませんが、会いたいときに気軽に会えなくなり、寂し

い思いになりました。 

新型コロナウイルスは人と人との繋がりを引き裂いてしまうような病気かなと感じてしまい

ます。私は口数が多いほうではないのですが、職場では、なるべく会話できる時にはその機会を

失わないように心掛け、プライベートでは、田舎の両親に用事がなくても頻繁に電話をかけるよ

うにしました。人と会うときはできる限りの感染対策をするようにしています。 

これからの季節は新型コロナウイルスに加えてインフルエンザの予防にも気をつけなければ

なりません。先述の感染予防対策はもちろんですが、過度な対策や間違った方法によって人との

心の繋がりを犠牲にしないように気をつけたいと思います。 

近い将来に安全なワクチンができたり、ウイルスの感染力が急激に弱くなったり、状況が奇跡

的に良くなることを切に願うばかりです。その日が来るまで根気強く戦い続けようと思う今日こ

の頃です。 

組合員活動だより 

      
         

4月は 8日（金）の予定です。 

９：３０～１１：３０   作業内容：未定 

毎月第２金曜日の午前中に活動しています  5月は 13日（金)の予定 

≪ 生協歯科 ～ 東浦和駅 ≫ ● 土曜・日曜・祝日は全便運休です。 

じじょう 

 

事情により運休日以外に運行をお休みする場合があります。 

 

 

 

 東浦和駅 発 生協歯科 発 

月・火・木・金 水曜日 月・火・木・金 水曜日 

８時 ４０ ５５ ４０ ５５ ５０ ５０ 

９時 １５ ３５ ５５  １５ ３５ ５５  １０ ３０ ５０  １０ ３０ ５０  

１０時 １５ ３５ ５５  １５ ３５ ５５  １０ ３０ ５０  １０ ３０ ５０  

１１時 １５ ３５ ５５  １５ ３５ ５５  １０ ３０ ５０  １０ ３０ ５０  

１２時 １５ ３５ ５５  １５ １０ ３０ ５０  １０  

１３時 １５ ３５ ５５   １０ ３０ ５０   

１４時 １５ ３５ ５５   １０ ３０ ５０   

１５時 １５ ３５ ５５   １０ ３０ ５０   

１６時 １５  １０   

浦和民主診療所便（浦和民主診療所→生協歯科→埼玉協同病院） 

① 和民主診療所 発１２：３５⇒ 生協歯科 発１３：０５ ②浦和民主診療所 発１５：４５⇒生協歯科 発１６：１５ 

             

   


